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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 滋賀県公立学校情報機器整備基金条例（条例第１号） 

１ 公立学校における情報機器の円滑な整備を図るため、滋賀県公立学校情報機器整備基金（以下「基金」という。）

を設置することとしました。（第１条関係） 

２ 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める

額とすることとしました。（第２条関係） 

３ 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないこととし、

基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができることとしました。（第３条

関係） 

４ 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れることとしました。（第４条関係） 

５ 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金

を歳計現金に繰り替えて運用することができることとしました。（第５条関係） 

６ 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基

金を処分することができることとしました。（第６条関係） 

７ この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定めることとしました。（第７条関係） 

８ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。 

(2) この条例は、令和11年６月30日限り、その効力を失うこととしました。 

○ 滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する等の条例（条例第２号） 

１ 滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例（平

成25年滋賀県条例第14号）の一部改正 

(1) 軽費老人ホームの施設長が、施設の管理上支障のない場合において兼務をすることができる事業所の範囲につ

いて、同一敷地内の事業所に限定しないこととしました。（第１条による改正後の別表関係） 

(2) 施設の運営規程の概要、従業者の勤務の体制等その他の介護保健施設サービスの選択に資すると認められる重

要事項について、書面掲示に加え、原則としてインターネットの利用により公表することとしました。（第１条

による改正後の別表関係） 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において医師または看護職員が相談に応じる体制および当該設置者から診療の

求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保している協力医療機関を定めるよう努めることとしました。

（第１条による改正後の別表関係） 

(4) １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医
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療機関の名称等を知事に届け出ることとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第

２種協定指定医療機関（以下「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定

する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症または同条第９項に規定する新感染症をい

う。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

(6) 協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応について協議することとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

(7) 入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院することができる

ようになった場合においては、再び当該施設に速やかに入所させることができるよう努めることとしました。（第

１条による改正後の別表関係） 

２ 滋賀県老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例（平成25年滋賀県条例第

15号）の一部改正 

(1) 養護老人ホームの施設長が、施設の管理上支障のない場合において兼務をすることができる事業所の範囲につ

いて、同一敷地内の事業所に限定しないこととしました。（第２条による改正後の別表関係） 

(2) 入所者の病状が急変した場合等において医師または看護職員が相談に応じる体制、当該設置者から診療の求め

があった場合において診療を行う体制および入所者の病状が急変した場合等において当該施設の医師または協力

医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れ

る体制を確保している協力医療機関を定めることとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

(3) (1)および(2)に掲げるもののほか、１(4)から(7)までと同様の基準を定めることとしました。（第２条による改正

後の別表関係） 

３ 滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例（平成25年滋賀県条

例第16号）の一部改正 

(1) 特別養護老人ホームの設置者、ユニット型特別養護老人ホームの設置者、地域密着型特別養護老人ホームの設

置者およびユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、当該特別養護老人ホームにおける業務の効率

化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全ならびに介護

サービスの質の確保および職員の負担の軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催することとし

ました。（第３条による改正後の別表第１、別表第２、別表第３および別表第４関係） 

(2) 特別養護老人ホームの設置者、ユニット型特別養護老人ホームの設置者、地域密着型特別養護老人ホームの設

置者およびユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、入所者等に病状の急変が生じた場合その他必

要な場合に備え、あらかじめ、医師および協力医療機関の協力を得て、当該医師および当該協力医療機関との連

携方法その他の緊急時における対応方法を定めることとしました。（第３条による改正後の別表第１、別表第２、

別表第３および別表第４関係） 

(3) 特別養護老人ホームの設置者、ユニット型特別養護老人ホームの設置者、地域密着型特別養護老人ホームの設

置者およびユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、医師および協力医療機関の協力を得て、１年

に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行う

こととしました。（第３条による改正後の別表第１、別表第２、別表第３および別表第４関係） 

(4) 特別養護老人ホームの設置者、ユニット型特別養護老人ホームの設置者、地域密着型特別養護老人ホームの設

置者およびユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、入所者の病状が急変した場合等において医師

または看護職員が相談に応じる体制、当該設置者から診療の求めがあった場合において診療を行う体制および入

所者等の病状が急変した場合等において当該施設の医師または協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行

い、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している協力医療機関を定め

ることとしました。（第３条による改正後の別表第１、別表第２、別表第３および別表第４関係） 

(5) ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めることと

しました。（第３条による改正後の別表第２関係） 

(6) (1)から(5)まで掲げるもののほか、１(4)から(7)までと同様の基準を定めることとしました。（第３条による改正

後の別表第１から別表第４まで関係） 

４ 滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条

例（平成25年滋賀県条例第17号）の一部改正 

(1) 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、指定短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定

福祉用具販売の事業を行う事業所の管理者が、施設の管理上支障のない場合において兼務をすることができる事
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業所の範囲について、同一敷地内の事業所に限定しないこととしました。（第４条による改正後の別表第１、別

表第２、別表第６、別表第８および別表第10から別表第12まで関係） 

(2) 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の事業者は、利用者または他の利用者

等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）を行わないこととしました。（第４条による改正後の別表第１、別表

第２、別表第６、別表第11および別表第12関係） 

(3) 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、指定短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定

福祉用具販売の事業者は、施設の運営規程の概要等サービスの選択に資すると認められる重要事項について、書

面掲示に加え、原則としてインターネットの利用により公表することとしました。（第４条による改正後の別表

第１、別表第２、別表第６、別表第８および別表第10から別表第12まで関係） 

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得

ない理由を記録し、その記録を利用者に対する指定訪問介護の提供が終了した日から２年間保存することするこ

ととしました。（第４条による改正後の別表第１、別表第２、別表第６、別表第８、別表第９関係） 

(5) 短期入所生活介護事業者、短期入所療養介護事業者、特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正

化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ることや、

身体的拘束等の適正化のための指針を整備するとともに、従業者に対する研修を定期的に実施することとしまし

た。（第４条による改正後の別表第８から別表第10まで関係） 

(6) 短期入所生活介護事業者、短期入所療養介護事業者、特定施設入居者生活介護事業者は、業務の効率化、介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全ならびに介護サービス

の質の確保および職員の負担の軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催することとしました。

（第４条による改正後の別表第８から別表第10まで関係） 

(7) ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努め

ることとしました。（第４条による改正後の別表第８関係） 

(8) ユニット型指定短期入所療養施設において、ユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以下とし、15

人を超えないこととしました。（第４条による改正後の別表第９関係） 

(9) 療養病床を有する病院または診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備の基準を定めること

としました。（第４条による改正後の別表第９関係） 

(10) 介護サービスの質の確保および職員の負担軽減が行われていると認められる指定特定施設に係る当該指定特

定施設ごとに置くべき看護職員および介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数

が３またはその端数を増すごとに0.9以上であることとしました。（第４条による改正後の別表第10関係） 

(11) 指定特定施設管理者は、利用者の口腔
くう

の健康を保持することができるよう、口腔
くう

衛生の管理体制を整備すると 

ともに、入所者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に行うこととしました。（第４条による改正後の別表第 

10関係） 

(12) 福祉用具貸与を行う事業者は、介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第12項に規定する厚生労働大臣が

定める福祉用具および同条第13項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下「対象福祉用具」

という。）に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与または指定特定福祉用具販

売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提

供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者その他の関係者の意見および利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこととしました。

（第４条による改正後の別表第11関係） 

(13) 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、実施状況の把握を行うこととし、対象福祉用具に係る指

定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内に１回以上

実施状況の把握を行い、その継続の必要性について検討を行うこととしました。（第４条による改正後の別表第11

関係） 

(14) 福祉用具専門相談員は、実施状況の把握の結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画

を作成した指定居宅介護事業者に報告することとしました。（第４条による改正後の別表第11関係） 

(15) 福祉用具専門相談員は、実施状況の把握の結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うこ

ととしました。（第４条による改正後の別表第11関係） 

(16) 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の特定福祉用具販売計画の作成後、当該特

定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うこととしました。（第４条による改正後の別表第12関
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係） 

(17) (1)から(16)までに掲げるもののほか、１(3)から(7)までと同様の基準を定めることとしました。（第４条による

改正後の別表第１、別表第２、別表第６、別表第８および別表第10から別表第12まで関係） 

(18) 訪問看護の事業所の管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内の事業所に限定しないこととしま

した。（第５条による改正後の別表３関係） 

(19) 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションの事業を行う事業者は、利

用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

わないこととしました。（第５条による改正後の別表第３から別表第５までおよび別表第７関係） 

(20) 施設の運営規程の概要、従業者の勤務の体制等サービスの選択に資すると認められる重要事項について、書面

掲示に加え、原則としてインターネットの利用により公表することとしました。（第５条による改正後の別表第

３から別表第５までおよび別表第７関係） 

(21) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得

ない理由を記録し、利用者に対する指定訪問介護の提供が終了した日から２年間保存することすることとしまし

た。（第５条による改正後の別表第３から別表第５までおよび別表第７関係） 

(22) 介護老人保健施設および介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業者または指定通

所リハビリテーション事業者の指定があったものとみなすこととしました。（第５条による改正後の別表第４お

よび別表第７関係） 

(23) 医師および理学療法士等は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビ

リテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該

利用者に係るリハビリテーションの情報を把握することとしました。（第５条による改正後の別表第４および別

表第７関係） 

(24) (18)から(23)までに掲げるもののほか、１(3)から(7)までと同様の基準を定めることとしました。（第５条による

改正後の別表第３から別表第５までおよび別表第７関係） 

５ 滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例

（平成25年滋賀県条例第18号）の一部改正 

(1) 業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全

ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担の軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催

することとしました。（第６条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

(2) 介護老人保健施設の管理者が施設の管理上支障のない場合において兼務をすることができる事業所の範囲につ

いて、同一敷地内の事業所に限定しないこととしました。（第６条による改正後の別表第１関係） 

(3) ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めることとし

ました。（第６条による改正後の別表第２関係） 

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、１(2)および(4)から(7)までと同様の基準を定めることとしました。（第６条

による改正後の別表第１および別表第２関係） 

６ 滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例（平成30

年滋賀県条例第１号）の一部改正 

(1) 介護医療院の管理者が施設の管理上支障のない場合において兼務をすることができる事業所の範囲について、

同一敷地内の事業所に限定しないこととしました。（第７条による改正後の別表第１関係） 

(2) ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めることとしました。

（第７条による改正後の別表第２関係） 

(3) (1)および(2)に掲げるもののほか、１(2)および(4)から(7)までならびに５(1)と同様の基準を定めることとしました。

（第７条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

７ 滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

（平成25年滋賀県条例第19号）の一部改正 

(1) 指定介護老人福祉施設の管理者が、施設の管理上支障のない場合において兼務をすることができる事業所の範

囲について、同一敷地内の事業所に限定しないこととしました。（第８条による改正後の別表第１関係） 

(2) 介護老人福祉施設の開設者は、入所者等に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、あらかじめ、医

師および協力医療機関の協力を得て、当該医師および当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時における対

応方法を定めることとしました。（第８条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

(3) 介護老人福祉施設の開設者は、医師および協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対
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応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行うこととしました。（第８条による

改正後の別表第１および別表第２関係） 

(4) ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めること

としました。（第８条による改正後の別表第２関係） 

(5) (1)および(4)に掲げるもののほか、１(2)および(4)から(7)までならびに５(1)と同様の基準を定めることとしました。

（第８条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

８ 滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成25年滋賀県条例第20号）

の一部改正 

(1) 介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、特定介護予防施設入居者生活介護、

介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売の事業を行う事業所の管理者が兼務できる事業所の範囲につ

いて、同一敷地内の事業所に限定しないこととしました。（第９条による改正後の別表第２、別表第７、別表第

８および別表第10から別表第12まで関係） 

(2) 介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売の事業者は、

利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

制限する行為を行わないこととしました。（第９条による改正後の別表第２、別表第７、別表第11および別表第12

関係） 

(3) 施設の運営規程の概要、従業者の勤務の体制等サービスの選択に資すると認められる重要事項について、書面

掲示に加え、原則としてインターネットの利用により公表することとしました。（第９条による改正後の別表第

２、別表第７、別表第８および別表第10から別表第12まで関係） 

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得

ない理由を記録し、利用者に対する指定訪問介護の提供が終了した日から２年間保存することすることとしまし

た。（第９条による改正後の別表第２、別表第７、別表第11および別表第12関係） 

(5) 介護予防短期入所生活介護事業者、介護予防短期入所療養介護事業者、介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図ることや、身体的拘束等の適正化のための指針を整備するとともに、従業者に対する研修を定期

的に実施することとしました。（第９条による改正後の別表第８から別表第10まで関係） 

(6) 介護予防短期入所生活介護事業者、介護予防短期入所療養介護事業者、介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の

安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担の軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に

開催することとしました。（第９条による改正後の別表第８から別表第10まで関係） 

(7) ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講する

よう努めることとしました。（第９条による改正後の別表第８関係） 

(8) ユニット型指定介護予防短期入所療養施設において、ユニットの利用者の定員は、原則としておおむね10人以

下とし、15人を超えないこととしました。（第９条による改正後の別表第９関係） 

(9) 療養病床を有する病院または診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備の基準を定

めることとしました。（第９条による改正後の別表第９関係） 

(10) 介護サービスの質の確保および職員の負担軽減が行われていると認められる介護予防指定特定施設に係る当

該介護予防指定特定施設ごとに置くべき看護職員および介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者

である利用者の数が３またはその端数を増すごとに0.9以上であることとしました。（第９条による改正後の別表

第10関係） 

(11) 指定介護予防特定施設管理者は、利用者の口腔
くう

の健康を保持することができるよう、口腔
くう

衛生の管理体制を整 

備するとともに、入所者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に行うこととしました。（第９条による改正後 

の別表第10関係） 

(12) 介護予防福祉用具貸与を行う事業者は、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、

利用者が指定介護予防福祉用具貸与または指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて

十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意

見および利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこととしました。（第９条による改正後の別表第11関係） 

(13) 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成後、実施状況の把握を行うこととし、対象福祉用具
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に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始

時から６月以内に１回以上実施状況の把握を行い、その継続の必要性について検討を行うこととしました。（第

９条による改正後の別表第11関係） 

(14) 福祉用具専門相談員は、実施状況の把握の結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画

を作成した指定居宅介護事業者に報告することとしました。（第９条による改正後の別表第11関係） 

(15) 福祉用具専門相談員は、実施状況の把握の結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うこ

ととしました。（第９条による改正後の別表第11関係） 

(16) 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予

防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うこと

としました。（第９条による改正後の別表第12関係） 

(17) (1)から(16)までに掲げるもののほか、１(3)から(7)までと同様の基準を定めることとしました。（第９条による

改正後の別表第２、別表第７、別表第８および別表第10から別表第12まで関係） 

(18) 介護予防訪問看護事業所の管理者が施設の管理上支障のない場合において兼務をすることができる事業所の

範囲について、同一敷地内の事業所に限定しないこととしました。（第10条による改正後の別表第３関係） 

(19) 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテ

ーションの事業を行う事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこととしました。（第10条による改正後の別表第３から別表第５まで

および別表第７関係） 

(20) 施設の運営規程の概要、従業者の勤務の体制等サービスの選択に資すると認められる重要事項について、書面

掲示に加え、原則としてインターネットの利用により公表することとしました。（第10条による改正後の別表第

３から別表第５までおよび別表第７関係） 

(21) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得

ない理由を記録し、利用者に対する指定訪問介護の提供が終了した日から２年間保存することすることとしまし

た。（第10条による改正後の別表第３から別表第５までおよび別表第７関係） 

(22) 介護老人保健施設および介護医療院の開設許可があったときは、介護予防訪問リハビリテーション事業者また

は介護予防指定通所リハビリテーション事業者の指定があったものとみなすこととしました。（第10条による改

正後の別表第４および別表第７関係） 

(23) 医師および理学療法士等は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビ

リテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該

利用者に係るリハビリテーションの情報を把握することとしました。（第10条による改正後の別表第４および別

表第７関係） 

(24) (18)から(23)までに掲げるもののほか、１(3)から(7)までと同様の基準を定めることとしました。（第10条による

改正後の別表第３から別表第５までおよび別表第７関係） 

９ 滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例（令和３年滋賀県条例第３号）の一部改正 

虐待の防止に関する取組の義務付けおよび業務継続計画の策定等の義務付けについての経過措置期間を令和９年

３月31日までに延長することとしました。（第11条による改正後の付則関係） 

10 滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条

例の廃止 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定により、なおその効力

を有するものとされた介護療養型医療施設に係る規定が令和６年３月31日をもってその効力を失うことに伴い、滋

賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例

（平成25年滋賀県条例第21号）を廃止することとしました。（第12条関係） 

11 その他 

(1) この条例は、令和６年４月１日から施行することとしました。ただし、４(18)から(24)までおよび８(18)から(24)

までは、同年６月１日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例等

の一部を改正する条例（条例第３号） 
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１ 滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

（平成25年滋賀県条例第６号）の一部改正 

(1) 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号）の施行により、医療型児童発達支援を児童発達支

援に一元化されることに伴い、医療型児童発達支援の規定を削除し、従業者ならびに設備および運営の基準を児

童発達支援に一元化して規定することとしました。（第１条による改正後の第５条、別表第１、別表第２および

別表第６関係） 

(2) 児童発達支援における人員・設備基準等の３類型（障害児、難聴児、重症心身障害児）の区分について、主と

して難聴児または重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターに限る。）以外の

人員および設備基準等に一元化して規定することとしました。（第１条による改正後の別表第１関係） 

(3) 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所および保育所等訪問支援

事業所の管理者が兼務をすることができる事業所の範囲について、同一敷地内の事業所に限定しないこととしま

した。（第１条による改正後の別表第１および別表第３から別表第５関係） 

(4) 児童発達支援計画、放課後等デイサービス計画、居宅訪問型児童発達支援計画および保育所等訪問支援計画の

作成に当たっては、利用者の年齢および発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して

考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう適切な支援の内容について検討することとしました。（第１条に

よる改正後の別表第１および別表第３から別表第５関係） 

(5) 児童発達支援計画および放課後等デイサービス計画の原案の作成は、利用者に対する総合的な支援の目標およ

びその達成の時期ならびに心身の健康等に関する領域との関連性および利用者の地域社会への参加等の観点を踏

まえた支援またはサービスの具体的内容等を記載したものとすることとしました。（第１条による改正後の別表

第１および別表第３関係） 

(6) 支援またはサービスの提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先

して考慮される体制を確保した上で開催することとしました。（第１条による改正後の別表第１および別表第３

から別表第５関係） 

(7) 作成後の児童発達支援計画、放課後等デイサービス計画、居宅訪問型児童発達支援計画および保育所等訪問支

援計画は、通所給付決定保護者だけではなく、支援またはサービスを提供する者にも交付することとしました。

（第１条による改正後の別表第１および別表第３から別表第５関係） 

(8) 児童発達支援管理責任者、放課後等デイサービス管理責任者、居宅訪問型児童発達支援管理責任者および保育

所等訪問支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことが

できるよう、利用者およびその通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めることとしました。（第

１条による改正後の別表第１および別表第３から別表第５関係） 

(9) 児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、居宅訪問型児童発達支援事業者および保育所等訪問支援

事業者は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者および通所給付決定保護

者の意思をできる限り尊重するための配慮をすることとしました。（第１条による改正後の別表第１および別表

第３から別表第５関係） 

(10) 児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者および居宅訪問型児童発達支援事業者は、心身の健康等に

関する領域を含む総合的な支援を行うこととしました。（第１条による改正後の別表第１、別表第３および別表

第４関係） 

(11) 児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者および居宅訪問型児童発達支援事業者は、自らによる評価

を事業所の従事者による評価も受けた上で行うことや、自らによる評価および利用者の保護者による評価ならび

に改善の内容を保護者にも示すともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表することとしまし

た。（第１条による改正後の別表第１、別表第３および別表第４関係） 

(12) 児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者および居宅訪問型児童発達支援事業者は、事業所ごとに、

心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした支援の内容を策定し、公表することとしました。（第１条に

よる改正後の別表第１、別表第３および別表第４関係） 

(13) 児童発達支援事業者等、放課後等デイサービス事業者および保育所等訪問支援事業者は、障害児が地域の保育、

教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できる

よう、地域社会への参加等の推進に努めることとしました。（第１条による改正後の別表第１、別表第３および

別表第５関係） 

(14) 居宅訪問型児童発達支援計画の原案の作成は、利用者に対する総合的な支援の目標およびその達成の時期なら

びに心身の健康等に関する領域との関連性を踏まえた居宅訪問型児童発達支援の具体的内容等を記載したものと
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することとしました。（第１条による改正後の別表第４関係） 

(15) 保育所等訪問支援計画の原案の作成は、利用者に対する総合的な支援の目標およびその達成の時期および利用

者の地域社会への参加等の観点を踏まえた保育所等訪問支援の具体的内容等を記載したものとすることとしまし

た。（第１条による改正後の別表第５関係） 

(16) 保育所等訪問支援事業所ごとに、その提供する保育所等訪問支援の事業について、指定保育所等訪問支援事業

所の従事者による評価を受けた上で、自らによる評価を行うとともに、利用者の保護者による評価および当該指

定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が利用者に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設によ

る評価を受けて常にその改善を図り、保育所等訪問支援事業者は、１年に１回以上、自己評価、保護者評価およ

び施設評価ならびに当該改善の内容を利用者の保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の適切な方

法により公表することとしました。（第１条による改正後の別表第５関係） 

２ 滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

（平成25年滋賀県条例第７号）の一部改正 

(1) 指定福祉型障害児入所施設および指定医療型障害児入所施設の設置者は、15歳以上に達した入所児童について、

入所支援計画の作成と同様の手順により、自立した日常生活または社会生活への移行について支援する上で必要

な事項を定めた計画（以下「移行支援計画」という。）を作成し、当該移行支援計画に基づき移行支援を進める

こととしました。（第２条による改正後の第４条関係） 

(2) 指定福祉型障害児入所施設および指定医療型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援

計画および移行支援計画の作成に関する業務を担当させることとしました。（第２条による改正後の別表第１関

係および別表第２関係） 

(3) 指定福祉型障害児入所施設管理責任者および指定医療型障害児入所施設管理責任者は、入所支援計画の作成に

当たっては、利用者の年齢および発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ

れ、および心身ともに健やかに育成される適切な支援の内容について検討を行うこととしました。（第２条によ

る改正後の別表第１および別表第２関係） 

(4) 指定福祉型障害児入所施設管理責任者および指定医療型障害児入所施設管理責任者は、利用者の意見が尊重さ

れ、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、当該利用者に対する指定入所支援の提供に当た

る担当者等による会議を開催することとしました。（第２条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

(5) 指定福祉型障害児入所施設管理責任者および指定医療型障害児入所施設管理責任者は、適切に移行支援計画の

作成等を行うこととしました。（第２条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

(6) 指定福祉型障害児入所施設管理責任者および指定医療型障害児入所施設管理責任者は、業務を行うに当たって

は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者およびその入所給付決定保護者

の意思をできる限り尊重するよう努めることとしました。（第２条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

(7) 指定福祉型障害児入所施設の設置者および指定医療型障害児入所施設の設置者は、利用者ができる限り良好な

家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めることとしました。（第２条による改正後の別

表第１および別表第２関係） 

(8) 指定福祉型障害児入所施設の設置者および指定医療型障害児入所施設の設置者は、利用者が自立した日常生活

または社会生活を営むことができるよう、利用者およびその保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をす

ることとしました。（第２条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

(9) 指定福祉型障害児入所施設の設置者および指定医療型障害児入所施設の設置者は、第２種協定指定医療機関と

の間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとしました。（第２条による改正後の別表第

１および別表第２関係） 

(10) 指定福祉型障害児入所施設の設置者および指定医療型障害児入所施設の設置者は、協力医療機関が第２種協定

指定医療機関である場合においては、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこととしました。（第２

条による改正後の別表第１および別表第２関係） 

３ 滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例（平成24年滋賀県条例第64

号）の一部改正 

(1) 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、医療型児童発達支援を児童発達支援に一元化されることか

ら、医療型児童発達支援に係る規定を削除し、児童発達支援センターの設備および運営に関する基準に一元化す

ることとしました。（第３条による改正後の第６条、別表第10関係および別表第11関係） 

(2) 里親支援センターが児童福祉施設に位置付けられることに伴い、必要な設備および運営に関する基準の整備を

行うこととしました。（第３条の規定による改正後の第６条および別表第15関係） 



令和 6 年（2024 年）3 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 9 

(3) 乳児院の長が入所中の乳幼児の自立を支援するための計画を策定するに当たっては、入所中の乳幼児について、

年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見また

は意向等を勘案することとしました。（第３条の規定による改正後の別表第３関係） 

(4) 乳児院の長が連携することとする施設に里親支援センターを加えることとしました。（第３条の規定による改

正後の別表第３関係） 

(5) 母子生活支援施設の長が入所中の母子の自立を支援するための計画を策定するに当たっては、入所中の母子に

ついて、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子の意見

または意向等を勘案することとしました。（第３条の規定による改正後の別表第４関係） 

(6) 母子生活支援施設の長が連携することとする施設等に母子・父子自立支援員、児童家庭支援センター、里親支

援センターおよび女性相談支援センターを加えることとしました。（第３条の規定による改正後の別表第４関係） 

(7) 児童養護施設の長が入所中の児童等の自立を支援するための計画を策定するに当たっては、入所中の児童等に

ついて、年齢、発達の状況その他の当該児童等の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童等の

意見または意向等を勘案することとしました。（第３条の規定による改正後の別表第７関係） 

(8) 児童養護施設の長が連携することとする施設に里親支援センターを加えることとしました。（第３条の規定に

よる改正後の別表第７関係） 

(9) 福祉型児童発達支援センターにおける人員および設備基準等の３類型（障害児、難聴児、重症心身障害児）の

区分を、主として難聴児または重症心身障害児を通わせる児童発達支援センター以外の人員および設備基準等に

一元化することとしました。（第３条による改正後の別表第10関係） 

(10) 障害児に対して行う心理学的および精神医学的診査は児童の福祉に有害な実験にならないこととしました。

（第３条による改正後の別表第10関係） 

(11) 児童心理治療施設の長が入所中の児童等の自立を支援するための計画を策定するに当たっては、入所中の児童

等について、年齢、発達の状況その他の当該児童等の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童

等の意見または意向等を勘案することとしました。（第３条の規定による改正後の別表第12関係） 

(12) 児童心理治療施設の長が連携することとする施設に児童家庭支援センターおよび里親支援センターを加える

こととしました。（第３条の規定による改正後の別表第12関係） 

(13) 児童心理治療施設の長が入所中の児童等の自立を支援するための計画を策定するに当たっては、入所中の児童

等について、年齢、発達の状況その他の当該児童等の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童

等の意見または意向等を勘案することとしました。（第３条の規定による改正後の別表第13関係） 

(14) 児童自立支援施設の長が連携することとする施設に里親支援センターを加えることとしました。（第３条の規

定による改正後の別表第13関係） 

４ 滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例（昭和39年滋賀県条例第37号）の一部改正 

一定の指定障害者支援施設等を福祉型障害児入所施設とみなす特例の期間が令和６年３月31日をもって終了する

ことに伴い、規定の整備をすることとしました。（第４条による改正後の付則関係） 

５ 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従

業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例（平成25年滋賀県条例第８号）の一部改正 

(1) 指定共同生活援助事業所または日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、障害支援区分に係る市

町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令（平成26年厚生労働省令第５号。以下「区分命令」という。）

第１条各号で規定する障害支援区分の４から６に該当する等の者が、当該事業所の従業者以外の者による居宅介

護または重度訪問介護の利用を希望する場合の特例の経過措置期間を令和９年３月31日まで延長することとしま

した。（第５条による改正後の付則関係） 

(2) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護および行動援護（以下「居宅介護等」という。）および重度障害者等包括

支援の事業所の管理者が兼務をすることができる事業所の範囲について、同一敷地内の事業所に限定しないこと

としました。（第５条による改正後の別表第１および別表第５関係） 

(3) 作成後の居宅介護計画および重度障害者等包括支援計画を利用者およびその同居の家族ならびに当該利用者ま

たは障害児の保護者に対して指定計画相談支援または指定障害児相談支援（児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第24条の26第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下これらを「指定特定相談支援事業者

等」という。）に交付することとしました。（第５条による改正後の別表第１および別表第５関係） 

(4) サービス提供責任者（障害福祉サービスの提供に係るサービスの管理を行う者として厚生労働大臣が定める者

をいう。以下この項において同じ。）は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、

利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努
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めることとしました。（第５条による改正後の別表第１および別表第５関係） 

(5) 居宅介護等事業者、療養介護事業者、生活介護事業者、短期入所事業者、重度障害者等包括支援事業者、自立

訓練（機能訓練）事業者、自立訓練（生活訓練）事業者、就労移行支援事業者、就労継続支援Ａ型事業者、就労

継続支援Ｂ型事業者、就労定着支援事業者、自立生活援助事業者および共同生活援助事業者は、利用者が自立し

た日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮することとしました。（第

５条による改正後の別表第１から別表第５までおよび別表第７から別表第14まで関係） 

(6) サービス管理責任者（障害福祉サービスの提供に係るサービスの管理を行う者として厚生労働大臣が定める者

をいう。以下この項において同じ。）は、利用者の希望する生活および課題等の把握に当たっては、利用者が自

ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思および選

好ならびに判断能力等について丁寧に把握することとしました。（第５条による改正後の別表第２から別表第４

までおよび別表第７から別表第14まで関係） 

(7) 療養介護計画、生活介護計画、自立訓練（機能訓練）計画、自立訓練（生活訓練）計画、就労移行支援計画、

就労継続支援Ａ型計画、就労継続支援Ｂ型計画、就労定着支援計画、自立生活援助計画、共同生活援助計画、日

中サービス支援型共同生活援助計画および外部サービス利用型指定共同生活援助計画の作成に当たっては、利用

者の自己決定の尊重および意思決定の支援に配慮することとしました。（第５条による改正後の別表第１から別

表第５までおよび別表第７から別表第14まで関係） 

(8) 療養介護の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ

れる体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、療養介護計画の

原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第２関係） 

(9) 作成後の療養介護計画、生活介護計画、自立訓練（機能訓練）計画、自立訓練（生活訓練）計画、就労移行支

援計画、就労継続支援Ａ型計画、就労継続支援Ｂ型計画、就労定着支援計画、共同生活援助計画、日中サービス

支援型共同生活援助計画、外部サービス利用型指定共同生活援助計画は、利用者だけではなく、指定特定相談支

援事業者等にも交付することとしました。（第５条による改正後の別表第２から別表第４までおよび別表第７か

ら別表第14まで関係） 

(10) 生活介護および自立訓練（機能訓練）の人員配置基準に、言語聴覚士を加えることとしました。（第５条によ

る改正後の別表第３および別表第７関係） 

(11) 指定生活介護の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考

慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、生活介護計

画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第３関係） 

(12) 指定自立訓練（機能訓練）の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益

が優先して考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、

自立訓練（機能訓練）計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第７関係） 

(13) 指定通所リハビリテーション事業者が共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う場合において当該事業に関し

て満たすべき基準を定めることとしました。（第５条による改正後の別表第７関係） 

(14) 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービスが当該事業に関して満たすべき基準を定めることとし

ました。（第５条による改正後の別表第７関係） 

(15) 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないことその他の事由により自立訓練（機能訓練）を受け

ることが困難な障害者に対して病院または診療所が行う自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス

に関して満たすべき基準を定めることとしました。（第５条による改正後の別表第７関係） 

(16) 指定自立訓練（生活訓練）の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益

が優先して考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、

自立訓練（生活訓練）計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第８関係） 

(17) 指定就労移行支援の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先し

て考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、就労移

行支援計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第９関係） 

(18) 指定就労継続支援Ａ型支援の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益

が優先して考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、

就労継続支援Ａ型計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第10関係） 

(19) 指定就労継続支援Ｂ型支援の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益

が優先して考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、
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就労継続支援Ｂ型計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第11関係） 

(20) 就労継続支援Ｂ型事業者の工賃の支払に要する費用は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、自立

支援給付をもって充ててはならないこととしました。（第５条による改正後の別表第11関係） 

(21) 指定就労定着支援事業者は、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継

続支援Ａ型または就労継続支援Ｂ型に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の

事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものまたは障害者就業・生活支援センターである

こととしました。（第５条による改正後の別表第12関係） 

(22) 指定就労定着支援の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先し

て考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、就労定

着支援計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第12関係） 

(23) 自立生活援助事業の実施主体に係る規定を削除し、実施主体を拡充することとしました。（第５条による改正

後の別表第13関係） 

(24) サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、配置基準を利用者60に対し１人と

することとしました。（第５条による改正後の別表第13関係） 

(25) 相談支援事業所において提供される地域相談支援との支援の継続性の確保や自立生活援助の整備を促進する

観点から、指定地域移行支援事業者または指定地域定着支援事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域移行支

援または指定地域定着支援の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合には、当該事業所に配置さ

れた相談支援専門員を自立生活援助のサービス管理責任者とみなすことができることとしました。（第５条によ

る改正後の別表第13関係） 

(26) 指定自立生活援助事業者は、定期的に利用者の居宅の訪問によるほか、テレビ電話装置等を活用することによ

り、障害者が地域における自立した日常生活または社会生活を営むために必要な援助を行うこととしました。（第

５条による改正後の別表第13関係） 

(27) 指定自立生活援助の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先し

て考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、自立生

活援助計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第13関係） 

(28) 指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者および外部サービス利用型指定共同生

活援助事業者は、日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うことに併せて、居宅における自立した日常生活への

移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行および移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助そ

の他居宅における自立した日常生活への移行および移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行うこととし

ました。（第５条による改正後の別表第14関係） 

(29) 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に当たっては、居宅における自立した日常生活への移行後の定着に

必要な援助を行うこととしました。（第５条による改正後の別表第14関係） 

(30) 指定共同生活援助の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先し

て考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、共同生

活援助計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条による改正後の別表第14関係） 

(31) 指定共同生活援助事業者および日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当

たっては、地域住民等との連携および協力を行う等の地域との交流を図ることとしました。（第５条による改正

後の別表第14関係） 

(32) 指定共同生活援助事業者および日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供にあ

たっては、利用者およびその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者ならびに市町の担

当者等により構成される協議会（以下「地域連携推進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地

域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける

こととしました。（第５条による改正後の別表第14関係） 

(33) 指定共同生活援助事業者および日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほ

か、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けるこ

ととしました。（第５条による改正後の別表第14関係） 

(34) 指定共同生活援助事業者および日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、報告、要望、助言等について

の記録を作成するとともに、当該記録を公表することとしました。（第５条による改正後の別表第14関係） 

(35) 指定共同生活援助事業者は、第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよ

う努めることとしました。（第５条による改正後の別表第14関係） 
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(36) 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこととしました。（第５条による改正

後の別表第14関係） 

(37) 日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その

最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認す

るとともに、日中サービス支援型指定共同生活援助計画の原案について意見を求めることとしました。（第５条

による改正後の別表第14関係） 

(38) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所のサービス管理責任者は、外部サービス利用型指定共同生活援助

計画の作成に当たっては、利用者の自己決定の尊重および意思決定の支援に配慮することとしました。（第５条

による改正後の別表第14関係） 

(39) 外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その

最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認す

るとともに、外部サービス利用型指定共同生活援助の原案について意見を求めることとしました。（第５条によ

る改正後の別表第14関係） 

(40) 障害福祉サービスの種類の区分に就労選択支援を加え、必要な設備および運営に関する基準を定めることとし

ました。（第６条の規定による改正後の第４条および別表第８の２関係） 

(41) 指定就労移行支援事業者、就労継続支援Ａ型事業者または就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者に対し、指定計

画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うこととしました。（第６条の規定

による改正後の別表第９から別表第11関係） 

６ 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者なら

びに設備および運営に関する基準等を定める条例（平成25年滋賀県条例第９号）の一部改正 

(1) 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の自己決定の尊重および意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域

生活への移行に関する意向を把握する等（以下「地域移行等意向確認等」という。）、地域生活への移行に向け

た措置を講じなければならないこととしました。（第７条による改正後の別表関係） 

(2) 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の指定障害福祉サービス等の利用状況を把握するとともに、指定障害

福祉サービス等の利用に関して、一般相談支援事業所等と連携を図りつつ必要な援助を行うこととしました。（第

７条による改正後の別表関係） 

(3) 施設障害福祉サービス管理責任者は、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思

決定の支援を行うため、当該利用者の意思および選好ならびに判断能力等について丁寧に把握することとしまし

た。（第７条による改正後の別表関係） 

(4) 施設障害福祉サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重および意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が

自立した日常生活を営むことができるよう、適切な支援の内容について検討を行い、地域移行等意向確認担当者

（当該指定障害者支援施設において地域移行等意向確認等を行う者をいう。以下同じ。）が把握した利用者の地

域生活への移行に関する意向等を踏まえて、施設障害福祉サービス計画を作成することとしました。（第７条に

よる改正後の別表関係） 

(5) 施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等による会議を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改

めて確認するとともに、施設障害福祉サービス計画の原案について意見を求めることとしました。（第７条によ

る改正後の別表関係） 

(6) 施設障害福祉サービス計画を利用者だけではなく、当該利用者に対して指定計画相談支援を行う者に交付する

こととしました。（第７条による改正後の別表関係） 

(7) 施設障害福祉サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定す

ることに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めることとしました。（第

７条による改正後の別表関係） 

(8) 指定障害者支援施設の設置者は、利用者の地域移行等意向確認等を行うため、その指針を定めるとともに、地

域移行等意向確認担当者を選任することとしました。（第７条による改正後の別表関係） 

(9) 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等において把握または確認をした内容をサービス管理責任

者に報告するとともに、当該内容を個別支援会議にて報告することとしました。（第７条による改正後の別表関

係） 

(10) 地域移行等意向確認担当者は、一般相談支援事業等と連携し、利用者に対して地域における障害福祉サービス

の体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めることとしました。（第７条



令和 6 年（2024 年）3 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 13 

による改正後の別表関係） 

(11) (1)から(10)まで掲げるもののほか、５(10)および(32)から(36)までと同様の基準を定めることとしました。（第７

条による改正後の別表関係） 

７ 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備およ

び運営に関する基準を定める条例（平成25年滋賀県条例第10号）の一部改正 

(1) サービス管理責任者は、療養介護計画、生活介護計画、自立訓練（機能訓練）計画、自立訓練（生活訓練）計

画、就労移行支援計画、就労継続支援Ａ型計画、就労継続支援Ｂ型計画を利用者の自己決定の尊重および意思決

定の支援に配慮しつつ作成し、当該計画を利用者および当該利用者または障害児の保護者に対して指定計画相談

支援または指定障害児相談支援に交付することとしました。（第８条による改正後の別表第１から別表第７まで

関係） 

(2) 療養介護事業者、生活介護事業者、自立訓練（機能訓練）事業者、自立訓練（生活訓練）事業者、就労移行支

援事業者、就労継続支援Ａ型事業者、就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者が自立した日常生活または社会生活を

営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めることとしました。（第８条による改正後

の別表第１から別表第７まで関係） 

(3) 療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就

労継続支援Ｂ型の提供に当たる担当者等による会議は、利用者の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考

慮される体制を確保した上で開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、個別支援計

画の原案について意見を求めることとしました。（第８条による改正後の別表第１から別表第７まで関係） 

(4) 生活介護および自立訓練（機能訓練）の人員配置基準に、言語聴覚士を加えることとしました。（第８条によ

る改正後の別表第２および別表第３関係） 

(5) 就労移行支援事業所の規模は、10人以上の人員が利用できるものとすることとしました。（第８条による改正

後の別表第５関係） 

(6) (1)から(5)まで掲げるもののほか、５(4)および(6)と同様の基準を定めることとしました。（第８条による改正後

の別表第１から別表第７まで関係） 

(7) 障害福祉サービスの種類の区分に就労選択支援を加え、必要な設備および運営に関する基準の整備を行うこと

としました。（第９条の規定による改正後の第４条および別表第４の２関係） 

(8) 就労移行支援事業者、就労継続支援Ａ型事業者および就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者に対し、指定計画相

談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うこととしました。（第９条による改正

後の別表第５から別表第７まで関係） 

８ 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備およ

び運営に関する基準を定める条例（平成25年滋賀県条例第11号）および滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運営に関する基準を定める条例（平成25年滋賀県条例

第12号）の一部改正 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第104号。

以下「令和４年改正法」という。）による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改

正による条項の移動に伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（第10条による改正後の第１条および第11条

による改正後の第１条関係） 

９ 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営

に関する基準を定める条例（平成25年滋賀県条例第13号）の一部改正 

  ５(10)および(32)から(36)までならびに６(1)から(10)までと同様の基準を定めることとしました。（第12条による改正

後の別表関係） 

10 その他 

(1) この条例は、令和６年４月１日から施行することとしました。ただし、５(40)および(41)、７(7)ならびに８なら

びに10(3)の一部については、令和４年改正法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行することとしま

した。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県国民健康保険保険給付費等交付金および国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例

（条例第４号） 

１ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和34年政令第41号）の一部改正により、退職被保険者等所
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属都道府県に係る国民健康保険事業費納付金の特例が廃止されることに伴い、必要な規定の整理を行うこととしま

した。（第６条、第７条、第10条および第11条関係） 

２ この条例は、令和６年４月１日から施行することとしました。 
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